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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルク層（３）およびバッファ層（４）を有する基板（１）であって、前記バッファ層
（４）が、前記バッファ層（４）の表面（５）上に１つの同じ方向に配向された多数のナ
ノワイヤー（２）を成長させるために前記バルク層（３）上に配置され、前記バッファ層
（４）が、２μｍ未満の厚さを有し、前記バッファ層（４）が、ＡｌＮ、ＴｉＮ、グラフ
ェン、多結晶のカーボンから選択される多結晶材料層を有し、前記基板（１）が、前記バ
ッファ層（４）の前記表面上に成長させられた１つまたは複数のナノワイヤー（２）を備
えることを特徴とする基板（１）。
【請求項２】
　前記バッファ層（４）が、０．２～２μｍの厚さを有し、前記１つまたは複数のナノワ
イヤー（２）が、１００ｎｍ未満の直径を有することを特徴とする請求項１に記載の基板
（１）。
【請求項３】
　前記バッファ層（４）が、複数の副層（４ａ、４ｂ、４ｃ）を含むことを特徴とする請
求項１または２に記載の基板（１）。
【請求項４】
　前記バッファ層（４）もしくは前記副層（４ａ、４ｂ、４ｃ）の１つまたは複数が、放
射光用のリフレクタとして機能し、または、前記基板が、複数の副層によって形成される
複数の積層されたブラッグリフレクタを備え、各ブラッグリフレクタが別々の発光波長を
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反射する、ことを特徴とする請求項３に記載の基板（１）。
【請求項５】
　前記バッファ層（４）もしくは前記副層（４ａ、４ｂ、４ｃ）の１つまたは複数が、１
０１０／ｃｍ２より高い欠陥または転位密度を有することを特徴とする請求項３又は４に
記載の基板（１）。
【請求項６】
　前記バルク層（３）が、Ｓｉ（１００）またはＳｉ（１１１）であることを特徴とする
請求項１から５のいずれか１項に記載の基板（１）。
【請求項７】
　前記バッファ層（４）または少なくとも最も外側の副層（４ｃ）が、前記バルク層（３
）とは異なる配向を有するか、または、前記バッファ層（４）もしくは前記副層が、前記
バルク層（３）の配向を維持することを特徴とする請求項３から６のいずれか１項に記載
の基板（１）。
【請求項８】
　５０ｋｍ－１未満のウェーハ曲率を示すことを特徴とする請求項１から７のいずれか１
項に記載の基板（１）。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の基板および前記バッファ層（４）の前記表面（
５）上に成長させられた１つまたは複数のナノワイヤ（２）を備えることを特徴とする構
造。
【請求項１０】
　前記構造が、前記バッファ層（４）、または１つまたは複数の副層（４ａ、４ｂ、４ｃ
）のうちの少なくとも１つによって形成される、共通の横方向コンタクトによって電気的
に接続される複数のナノワイヤ（１）を含むことを特徴とする請求項９に記載の構造。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の構造を有するナノワイヤーＬＥＤ構造であって、
　各ナノ構造（２）が、使用に際して光を発生させるための活性領域の形成に寄与し、
　各ナノ構造が、ナノワイヤーコアおよびシェルを含み、前記コアのみが、シェルが設け
られるナノワイヤーなどのナノ構造を構成し、
　前記ナノ構造が、複数のファセットを含み、
　前記シェルが、ピラミッドファセットおよび／または垂直側壁ファセットを示し、
　個別のデバイスそれぞれが、頂部または先端部でより狭く底部でより広いピラミッド形
状と先端部および底部がほぼ同一の幅である柱状形状との範囲にある形状から選択される
形状を有し、
　個別のデバイスそれぞれが、前記デバイスの長軸に垂直な円形、六角形または他の多角
形の断面を有し、
　個別のデバイスそれぞれの前記底部の幅が、１００ｎｍから最大５μｍの範囲にあり、
高さが、数１００ｎｍから１０μｍの範囲にあることを特徴とするナノワイヤーＬＥＤ構
造。
【請求項１２】
　同一方向に配向された多数のナノワイヤーを備える構造を形成するための方法（１）で
あって、前記方法が、
　バルク層（３）を準備するステップと、
　前記バルク層（３）上に２μｍ未満の厚さを有する多結晶のバッファ層（４）を堆積す
るステップと、
　前記バッファ層（４）上に１つまたは複数のナノワイヤー（２）を成長させるステップ
とを含み、
　前記多結晶のバッファ層（４）は、ＡｌＮ、ＴｉＮ、グラフェン、多結晶のカーボンか
ら選択されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
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　前記バッファ層が、非エピタキシャル材料を使用して成長させられ、
　前記バッファ層の成長において使用される前記非エピタキシャル材料が、成長温度に耐
えることができる材料、デバイスの熱的特性を改善する配向特性を有する材料の中から選
択されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノワイヤーをベースとしたデバイスに関し、詳細にはナノワイヤー成長用
の基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノワイヤーをベースとした発光ダイオード（ＬＥＤ）などのナノワイヤーをベースと
したデバイスにおいては、多数のナノワイヤーをベースとした構造が通常基板上に規則正
しい配列で配置されている。基板は、しばしば複数の目的を有し、すなわち、ナノワイヤ
ー成長用のテンプレートであること、デバイスにおけるナノワイヤー用のキャリアーであ
ること、および各ナノワイヤーの一方の側を電気的に接続することである。すべての構造
が平行で同一方向に配向される、ナノワイヤーをベースとした構造の規則正しい配列を成
長させるための様々な技術が知られている。例えば、半導体ナノワイヤーは、例えばＷＯ
２００７／１０２７８１に記載されているように、基板上に配置されたパターン付けされ
た成長マスクを用いて典型的には選択領域成長によって、高品質、単結晶の、基板の半導
体層上にエピタキシャル成長させることができる。別の一般的な方法は、ＵＳ７，３３５
，９０８に記載されているように、触媒粒子、多くの場合Ａｕ、のパターンがナノワイヤ
ーを成長させるための種として使用される、いわゆるＶＬＳ（気相－液相－固相）技術で
ある。
【０００３】
　ＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、およびそれらの様々な組成の化合物であるＧａＩｎＮ、Ｇａ
ＡｌＮ、ＧａＩｎＡｌＮなどの窒化物半導体は、その広い直接バンドギャップのため青、
緑および紫外線ＬＥＤ、ならびに他のオプトエレクトロニクスの用途で使用される。典型
的には、これらのデバイスの窒化物半導体は、基板上のプレーナ層に成長させられる。し
かし、基板と窒化物半導体との不整合、例えば格子不整合により、有害な欠陥、クラック
が、成長させられる材料に導入される。従来技術においては、転位は、エピタキシャル基
板またはエピタキシャルバッファ層を有する基板の使用によって抑制されてきた。市販の
ＧａＮをベースとしたデバイスは、サファイア、ＳｉまたはＳｉＣ基板を利用し、これら
はＧａＮとの格子不整合が大きく、したがって、数μｍの厚さのバッファ層が、歪み調整
層およびデバイスを成長させる高品質のエピタキシャル下地として機能するように基板上
にエピタキシャル成長させられる。エピタキシャルバッファ層を使用した例は、以下の文
献に見いだすことができる。
【０００４】
　ＵＳ６，５２３，１８８Ｂ２は、ＧａＮとＳｉとの大きな格子不整合を補償するために
、ＧａＮ層を成長させる前に、Ｓｉ（１１１）基板上にＡｌＮからなるエピタキシャルバ
ッファ層のエピタキシャル成長を開示する。このエピタキシャルバッファ層は、平坦なＧ
ａＮ層を得るために好ましくは０．２μｍ未満である。
【０００５】
　ＵＳ６，８１８，０６１Ｂ２は、ＧａＮとＳｉとの大きな格子不整合を補償するために
、ＧａＮ層を成長させる前に、Ｓｉ（１１１）基板上に約４０ｎｍの厚さを有するＡｌＮ
を含む薄いエピタキシャルバッファ層のエピタキシャル成長を開示する。さらに、このＧ
ａＮ層は、ＡｌＮ層およびＧａＮ層が交互に繰り返す中間層を含む。
【０００６】
　ＵＳ６，６１７，０６０Ｂ２において、ＧａＮ層でのクラック形成を防止するために、
Ｓｉ基板とＧａＮ層との間のＧａＮ合金からなる組成が段階的に変化する遷移層、および
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任意でさらに、その厚さ全体にわたって全体的に一定の組成を有する薄いエピタキシャル
の歪み調整層を使用できることが開示されている。この組成が段階的に変化する遷移層が
なければ、クラックを容易には防止することができない。
【０００７】
　ＵＳ７，３６５，３７４Ｂ２は、基板上の歪み吸収層の使用を開示する。この歪み吸収
層は、上にある層が下にある基板とエピタキシャルの関係となるように、１０ｎｍ未満の
厚さを有しなければならない。
【０００８】
　従来技術の方法では、厚い単結晶で高品質のエピタキシャルバッファ層を形成するため
に、バッファ層が、エピタキシャル成長法によって成長させられていることが上記の例か
ら理解される。エピタキシャルバッファ層上に成長させられるＧａＮデバイス層と合わせ
て、３μｍを越える厚さを有するエピタキシャル層が形成される。
【０００９】
　ＷＯ２００８／０８５１２９Ａ１に記載されているように、ナノワイヤーにより低い欠
陥密度を有する窒化物半導体材料の成長が可能になるため、最近、ナノワイヤーをベース
としたデバイスに対して窒化物半導体を使用することがかなりの注目を集めている。しか
し、ナノワイヤーを使用したとしても、高品質の窒化物半導体、例えばＧａＮの成長は、
テンプレートとして高品質のエピタキシャル層を使用して行われる。高品質のエピタキシ
ャル層の使用により、ナノワイヤーの成長にとって最適なエピタキシャルテンプレートが
保証され、ナノワイヤー内に伸び続ける可能性のある欠陥の密度が最小化され、基板とナ
ノワイヤーとの間の電気抵抗を低くすることが可能となる。しかし、従来技術によるバッ
ファ層は、歪みにより基板の反りがもたらされ、この反りにより基板上の熱プロファイル
が極端に変わる。ナノワイヤーの成長に対して、成長中に基板上の熱均一性が高いことは
、ＬＥＤなどのナノワイヤー構造の作製にはきわめて重要である。基板の反りの問題は、
基板のサイズを増加することによって増大し、こうして大きな基板上でＧａＮデバイスを
大規模に処理するための障害となる。バッファ層の成長は、時間のかかる工程であり、多
くの場合厚いＡｌＮがバッファ層において使用され、このバッファ層が垂直の導電率を制
限する。さらに、多くのオプトエレクトロニクデバイス、例えばＬＥＤに対して、基板は
しばしば除去され、バッファ層のみが最終的なデバイスに残され、このことによって高価
な基板材料のみが成長工程に対して使用される。
【００１０】
　ＬＥＤでは、リフレクタが、ＬＥＤから外へ光を向けるために発光領域の下に使用され
ることがある。最も一般的には、Ａｇ製のミラーのような、金属製のリフレクタの使用で
ある。ブラッグリフレクタは、ａを形成する異なる屈折率を有するエピタキシャル半導体
の繰り返し層を含む。ブラッグリフレクタは、狭い範囲の波長および入射光線角度に対す
る反射率に制限され、より広い波長領域の光を発するデバイスには適さない。狭い最適な
波長窓は、ＬＥＤが狭い波長の光を発するのであまり問題ではない。しかし、ブラッグリ
フレクタの成長には、時間がかかり、効率のよいリフレクタを作るためには、結晶品質が
高くなければならないので、格子不整合のある基板上では特に難題である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】ＷＯ２００７／１０２７８１
【特許文献２】ＵＳ７，３３５，９０８
【特許文献３】ＵＳ６，５２３，１８８Ｂ２
【特許文献４】ＵＳ６，８１８，０６１Ｂ２
【特許文献５】ＵＳ６，６１７，０６０Ｂ２
【特許文献６】ＵＳ７，３６５，３７４Ｂ２
【特許文献７】ＷＯ２００８／０８５１２９Ａ１
【特許文献８】ＷＯ２００４／００４９２７Ａ２
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【特許文献９】ＵＳ７，８２９，４４３
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｅ．ａｒｍｏｕｒ　ｅｔ　ａｌ．、「ＬＥＤ　ｇｒｏｗｔｈ　ｃｏｍｐ
ａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｓ”，　４”　ａｎｄ　６”　ｓａｐｐｈｉｒｅ
」「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ＴＯＤＡＹ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　＆　ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ」、第４巻、第３号、２００９年、４月／５月、８２～８６ページ
【発明の概要】
【００１３】
　前記を考慮して、本発明の１つの目的は、同じ方向に配向された多数のナノワイヤーを
成長させるための基板を提供することであり、この基板によって、高価で時間のかかるエ
ピタキシーを必要とせず、今日使用されているものとは異なる基板材料の使用が可能とな
る。具体的には、本発明の１つの目的は、エピタキシャル成長技術で一般に得られるもの
よりも高い欠陥および転位密度で作られた材料の使用を可能とすることである。
【００１４】
　本発明の目的は、独立請求項において定義されるような基板および方法によって達成さ
れる。
【００１５】
　本発明による基板は、バルク層およびバッファ層を有し、前記バッファ層は、前記バル
ク層およびバッファ層の表面上で同一方向に配向された多数のナノワイヤーの成長のため
に前記バッファ層上に配置される。基板上に堆積されるバッファ層の厚さは、好ましくは
２μｍ未満である。ナノワイヤーを成長させるための基板の従来技術のバッファ層では、
歪みを補償するバッファ層の厚さは、３～１０μｍの範囲にあり、バッファ層にできるだ
け高い結晶品質を提供するためにエピタキシーを使用して成長させる。
【００１６】
　この基板は、バッファ層から突出する１つまたは複数のナノワイヤーをベースとした構
造を備える構造を形成するために使用することができる。この構造は、ナノワイヤーをベ
ースとした構造が発光のために利用される、ナノワイヤーをベースとした発光ダイオード
構造になりうる。
【００１７】
　本発明による同一方向に配向する多数のナノワイヤーを備える構造を形成するための本
発明による方法は、バルク層を準備するステップと、バルク層上に２μｍ未満の厚さを有
するバッファ層を堆積するステップと、バッファ層上に１つまたは複数のナノワイヤーを
成長させるステップとの基本的なステップを含む。
【００１８】
　本発明は、限定されないが、サファイア、石英、Ｓｉなどの基板上に窒化物、酸素およ
び炭素を含むサブμｍの厚さのバッファ層を含む。バッファ層はリフレクタ部分を含むこ
とができ、このバッファ層は、横方向に導電することができて、ナノワイヤーデバイスと
電子的に一体化される。
【００１９】
　本発明は、ナノワイヤー用の以前のバッファ層と比較して、反りを大きく低減した大面
積ウェーハを作製する方法をさらに教示する。ここで曲率によって表現すると、測定され
たウェーハの曲率は、５０ｋｍ－１未満、好ましくは４０ｋｍ－１未満であり、一部の実
施形態では、曲率は３０ｋｍ－１未満、好ましくは２０ｋｍ－１未満である。
【００２０】
　ナノワイヤーの固有の一次元的特性は、ナノワイヤーの成長が他の基板材料またはより
低い品質の基板上で可能なはずであるとの主張を合理的なものとする。このことは、まだ
証明されていない可能性があるが、例えばＷＯ２００４／００４９２７Ａ２において、ナ
ノワイヤーが、プレーナモードで成長させられた同じ組成の構造に比べて、結晶欠陥を導
入することなく、大きく格子不整合した軸方向変化に適合するきわめて高い能力有してい
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ることが示されている。本発明のおかげで、より低い結晶品質を有するバッファ層および
多結晶のバッファ層さえも使用することが可能である。
【００２１】
　バッファ層の特性は、デバイスを改善する特性と成長を可能にする特性とに分けること
ができる。デバイスの最終用途および最終的な構成に応じて、熱伝導率、ＣＴＥ、透明度
、屈折率、吸収および導電率のようなパラメーターが重要である。成長を可能にする特性
とは、使用される成長温度に対する耐熱性、多数のナノワイヤーに包括的な方向性を提供
する基板の能力、歪みにより導入される基板の反り、および基板上にＮＷ材料の核を形成
する可能性である。窒化物をベースとしたＩＩＩ－Ｖ半導体は、Ｎ、ＯまたはＣを含む多
くの材料上に核を形成することが可能なことが示されている。しかし、核形成ステップは
、それ自体では必ずしも配向されるように制約されたやり方で行うことができるとは限ら
ず、したがって、通常、このステップをできるだけ短くしておくことが都合がよい。
【００２２】
　従来、デバイスの、プレーナおよび選択成長した窒化物をベースとした半導体デバイス
に対するバッファ層は、厚く、多くの場合、いくつものステップでエピタキシャル成長さ
せられ、すべてデバイスの性能を向上させるためのいくつものＩＩＩ－Ｎ材料を含んでい
た。デバイスの品質は、基板の結晶品質に直接依存していた。したがって、基板材料の選
択も、高い結晶品質のＳｉＣ、ＳｉおよびＡｌ２Ｏ３材料の使用に限定され、基板の選択
がバッファ層の品質、したがってデバイス品質を直接決定していた。
【００２３】
　本発明の基板におけるバッファ層に関する１つの利点は、基板の材料の選択および材料
の順序がかなり緩和され、基板をナノワイヤー配列と電気的に一体化する新しい選択肢が
生み出され、基板において非ブラッグリフレクタまたは複数波長ブラッグリフレクタを使
用することが可能になることである。
【００２４】
　部分的にのみ方向性を有する部分的に結晶性のバッファを使用することができることに
よって、基板からの方向情報を必要とさえしないバッファ層材料、例えばＡｌＮ、一部の
カーボン膜、ＴｉＮなどが使用される基板材料の選択の可能性がさらに増大した。
【００２５】
　ナノワイヤー作製方法を教示するため参照により本明細書に組み込まれる、例えば、Ｓ
ｅｉｆｅｒｔらによるＵＳ７，８２９，４４３に記載され、本明細書に記載される我々に
所有権のあるナノワイヤーの作製方法を使用して、バッファ層に対して、したがって基板
に対しても上記の制約を軽減できることが見いだされた。この作製方法は、他のナノワイ
ヤー成長方法を用いて実現できる可能性があるが、これに関して我々は詳細には調べてい
ない。
【００２６】
　本発明を可能にするメカニズムについての完全な理解は、まだ得られていない。しかし
、ナノワイヤーの細い幅と共に、成長の初期段階で欠陥をそらす、または方向を変える選
択肢を結晶に与える、ＮＷ成長の特有の方向性が主な役割を果すことがわかっている。結
晶のエネルギー最小化は、結晶の完全性を高めることで達成される。転位を消滅させる表
面近傍と共に、結晶が成長中にすべての方向で緩和する可能性が、重要であることがわか
っている。
【００２７】
　本発明に関する別の利点は、ナノワイヤー成長に対して、歪みを補償する厚いバッファ
層を使用する必要がないということである。歪みを補償する厚いバッファ層により、この
処理は、しばしば基板の反りの問題をかかえ、これにより基板にクラックが入り、または
少なくとも、最終デバイスの性能を劣化させる、基板一面に不均一な成長状態が導入され
る可能性がある。
【００２８】
　本発明により、Ｓｉ（１１１）基板、および特にＳｉ（１００）基板だけでなくアモル
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ファス基板などの比較的安価な基板上に、配向されたナノワイヤーを成長させることがで
きることが、本発明のさらなる利点であって、主たる前提条件は、選択された処理温度に
抗することができる基板であることである。
【００２９】
　本発明の別の利点は、最終的なデバイス内に残留することができるナノワイヤーを成長
させるための基板を提供することである。例えば、上記したように、ＬＥＤ構造において
、基板は、デバイスにおいて使用することができないため、または熱特性が不十分なため
、通常除去される。例えば、Ｓｉ基板に関しては、基板を残こして、使用することができ
る。
【００３０】
　本発明に関するさらなる別の利点は、処理において高価で時間のかかるエピタキシース
テップが回避されるということである。
【００３１】
　本発明のナノワイヤーを成長させるための基板、およびナノワイヤーを成長させる方法
のおかげで、窒化物をベースとした半導体デバイス、具体的には、ＬＥＤのようなＧａＮ
をベースとしたデバイスの開発における次のステップが可能になる。
【００３２】
　したがって、一態様において、本発明は、ナノワイヤーＬＥＤ構造を提供し、使用に際
して各ナノワイヤーが、光を発生させるための活性領域の形成に寄与する。
【００３３】
　本発明の実施形態は従属クレームで定義される。本発明の他の目的、利点および新奇な
特徴は、添付図面および特許請求の範囲と共に考察するとき、本発明の以下の説明から明
らかになるであろう。
【００３４】
　次に、本発明の好ましい実施形態が、添付面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来技術による基板を有するナノワイヤー構造の概略図である。
【図２】本発明による基板を有すナノワイヤー構造の概略図である。
【図３】本発明によるバッファ層中に多層構造を有するナノワイヤー構造の概略図である
。
【図４】本発明によるＳｉ基板上の低品質バッファ層上に形成されたＧａＮナノワイヤー
のナノワイヤーアレイを示す図である。
【図５】本発明による低品質バッファ層を示す図である。
【図６】コアおよびシェルを含むナノ構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　垂直方向、横方向などの言及はすべて、理解を容易にするためにのみ導入され、具体的
な向きに限定していると考えられるべきでない。さらに、図面中の構造の寸法は、必ずし
も縮尺通りではない。
【００３７】
　下記における本発明の好ましい実施形態は、主としてナノワイヤー発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）およびそうした構造の必要性の点から説明されるが、本発明の基板およびバッファ
層、ならびにそれらの上へのナノワイヤー成長は、他のオプトエレクトロニクデバイスお
よび電子デバイスを作製し、それらの必要性を満たすために使用することができることを
理解されたい。
【００３８】
　ＬＥＤに対して、窒化物をベースとした半導体材料は、少なくとも光を発生させるデバ
イスの部分にとって大変重要である。典型的なＧａＮナノワイヤーのＬＥＤの作製は、１
０００℃あたりの高い成長温度を含む。基板／バッファの多層材料は、この熱雰囲気によ
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って選択されなければならない。そうした材料の例は、Ａｌ２Ｏ３（アイソレーター）、
ＡｌＮ、ＧａＮ、Ｓｉ（半導体）、およびＷ（金属）である。１０００℃よりもはるかに
低い融点を有する共晶二成分化合物を形成する可能性のある隣接する層の組合せに関して
、余分な予防措置を講じなければならない。したがって、中間層の組合せが、バリヤー層
として使用されることがある。当業者はこれらのリスクに熟知しているので、これらのバ
リヤー層を実施形態おいて明示的には開示しない。
【００３９】
　図１は、２０～１０００μｍの範囲の厚さを有するバルク層３を備えた基板１および３
～１０μｍの範囲の厚さを有するエピタキシャル歪み調整バッファ層４を含む従来技術の
ナノワイヤーをベースとした構造を概略的に示す。ナノワイヤー２は、バッファ層４から
突出している。ナノワイヤー２は、バッファ層４の結晶配向によって決定される１つの方
向に整列している。図２は、２０～１０００μｍの範囲の厚さを有するバルク層３を備え
た基板１および好ましくは２μｍ未満、より好ましくは０．２～２μｍの範囲の厚さを有
するエピタキシャル歪み調整バッファ層４を含む本発明による構造を概略的に示す。ナノ
ワイヤー２は、バッファ層４から突出している。ナノワイヤー２は、バッファ層４の配向
によって決定される１つの方向に整列している。
【００４０】
　バッファ層の全体的な結晶構造は、多くの場合ナノワイヤーの結晶構造と同じであり、
または少なくとも類似している。しかし、最終的にナノワイヤーを一定方向に成長させる
のは、バッファ層構造の原子の構成である。ナノワイヤーの好ましい全体的な配列の変更
は、下記において説明されるような処理ステップで実現することができる。そのような場
合、ナノワイヤー結晶の配向は、通常、バッファ層結晶の配向に合わせられる。
【００４１】
　例示によって、図２における構造において、ナノワイヤーをベースとした構造は、ナノ
ワイヤーをベースとしたＬＥＤ構造を形成する放射状のコア－シェル構造を備える。コア
－シェル構造は、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮおよび／またはＧａＮの副層を備える中間の量
子井戸層を有するｎ型ＧａＮナノワイヤーコアおよびｐ型ＧａＮシェルを備えることがで
きる。図２は、成長マスクを使用する選択領域成長を使用して成長させたナノワイヤーを
示すが、成長マスクには限定されない。
【００４２】
　図３は、１つまたは複数の副層４ａ、４ｂ、４ｃを有するバッファ層４を備える本発明
の一実施形態を概略的に示す。バッファ層４もしくは前記１つまたは複数の副層４ａ、４
ｂ、４ｃは、別の層において半導体材料、金属／金属合金、および／または絶縁体を備え
ることができる。デバイスの熱的特性を改善し、成長温度に耐えることができる、配向特
性を有する非エピタキシャル材料が好ましく、例として、限定されることなく、ＡｌＮ、
ＴｉＮ、グラフェン、および他の多結晶または部分的に非晶質のカーボン膜が挙げられる
。
【００４３】
　本発明の一実施形態において、バッファ層または副層のそれぞれは、その厚さ全体にわ
たって均質な組成を有する。少なくともこの組成は、意図的には変えられない。
【００４４】
　所望の光学的および／または電気的特性を得るために、様々な材料を組み合わせること
ができる。例えば、１つまたは複数のリフレクタ層が、バッファ層４の副層スタック内に
含まれてよい。垂直および横方向における導電率も、例えば、横方向に高い導電率を有す
るように調整することができ、この構造の各ナノワイヤーを接続する電流拡散層を提供す
る。
【００４５】
　ナノワイヤー構造は、バッファ層４または前記１つまたは複数の副層４ａ、４ｂ、４ｃ
のうちの少なくとも１つによって形成された共通の横方向コンタクトによって電気的に接
続される。
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【００４６】
　低い欠陥密度および高い結晶完成度が必要でない場合は、バッファ層４または副層４ａ
、４ｂ、４ｃを形成するために使用することができる利用可能ないくつかの堆積方法があ
る。様々な堆積方法を様々な副層に使用することができる。
【００４７】
　原子層堆積（ＡＬＤ）によって堆積されたバッファ層は、優れた配向特性を有する。
【００４８】
　プラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）、低圧化学気相成長法（ＬＰＣＶＤ）および大
気圧化学気相成長法（ＡＰＣＶＤ）を使用することができる。例えば、配向されたＡｌＮ
は、ＬＰＣＶＤおよびＡＰＣＶＤによって成長させることができ、グラフェンおよび他の
多結晶または部分的に非晶質のカーボン膜もＬＰＣＶＤまたはＲＦ－ＣＶＤを利用するこ
とによって堆積させることができる。一般に、ＰＥＣＶＤは、他の２つと比較して、配向
能力が劣る。
【００４９】
　スパッタリングまたは蒸着に基づいた物理的気相成長技術も使用することができるが、
スパッタリングは、通常、配向された堆積には適していない。真空蒸着法は、金属または
金属合金の配向された堆積用にしばしば好まれる。よい例は、通常、グレインサイが大き
くばらついた多結晶ではあるが、基板に垂直に均一に（１１１）配向させて容易に成長／
蒸着することができるアルミニウム層である。しかし、６６０℃の低融点のため、アルミ
ニウムの利用は限定される。
【００５０】
　格子不整合層も、エピタキシャル法によって成長させることができる。金属有機物化学
気相成長法（ＭＯＣＶＤ）、水素化物気相エピタキシー（ＨＶＰＥ）などのエピタキシー
法は、通常非常に高い完成度の結晶および結晶界面を作製するために使用される。しかし
、格子不整合の基板上に成長させるために使用する場合、層の転位密度は高い。バッファ
層４もしくは１つまたは複数の副層４ａ、４ｂ、４ｃは、１０－１０／ｃｍ２より高い欠
陥または転位密度を有し、それでも商用デバイス用に使用することができる。
【００５１】
　層の品質は、多くの場合、低温で、厚い歪み調整バッファ層を成長させることによって
ある程度改善することができる。結晶を完全にするという制約がない場合は、厚い歪み調
整バッファ層は冗長になる。
【００５２】
　配向されたバッファ層の酸化によって、元の基板の配向を維持することができる。例示
的な例は、配向を維持しながらＡｌ２Ｏ３に酸化することができる蒸着されたアルミニウ
ムである。しかし、バッファ層の堆積によって、配向も変わりうる。
【００５３】
　同一方向に配向した多数のナノワイヤー構造を備える構造を形成する方法であって、本
方法は、
　バルク層３を準備するステップと、
　バルク層３上に２μｍ未満の厚さのバッファ層４を堆積するステップと、
　バッファ層４上に１つまたは複数のナノワイヤー２を成長させるステップとを含む。
【００５４】
　本発明の方法により、ブラッグリフレクタおよび通常のリフレクタ層の両方の作製が可
能となる。堆積によって、すなわちエピタキシーによってではなく作られたブラッグリフ
レクタは、エピタキシャルのブラッグリフレクタに比べて作製が容易で安価である。した
がって、この方法は、複数の副層によって形成される多数の積層ブラッグリフレクタを使
用する、多色デバイスの作製に適しており、各ブラッグリフレクタは、基板上部の着色光
発光源と共に使用されて別々の発光波長を反射する。しかし、各ブラッグリフレクタによ
り、バッファ層の厚さにおよそ０．５μｍが追加され、単色デバイスの場合に比べてバッ
ファ層が厚くなる。
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【００５５】
　堆積方法は、上記に例示されている。原則として、本発明による２つのタイプの堆積が
ある。（ｉ）バルク層の配向の維持、および（ｉｉ）バルク層、すなわち、優越配向がな
くまたは様々な配向を有する一般的な意味での基板上で、所定の結晶配向を有するナノワ
イヤーを成長させるための配向されたバッファ層の生成である。
【００５６】
　第１のタイプ（ｉ）において、半導体ナノワイヤーは、普通、（１１１）（立方晶形の
閃亜鉛鉱）または（０００１）（六方晶形のウルツ鉱）方向に成長させられる。ナノワイ
ヤーアレイを配向させて成長させるために、（１１１）または（０００１）基板が通常使
用され、その結果ナノワイヤーを基板表面に垂直に配向する。配向に関して結晶基板上に
材料を制御して堆積することによって、配向を維持することが容易となり、このことによ
り多層構造上に配向された成長を行うことが容易となる。
【００５７】
　第２のタイプ（ｉｉ）において、ＬＰＣＶＤまたはＡＰＣＶＤによって作製されたＡｌ
Ｎ、もしくは真空蒸着されたＡｌなどの一部の材料および堆積方法に対して、材料層それ
自体が、優勢な（１１１）方向に整列する傾向がある。これは、多くの大面積の堆積方法
が利用可能なＴｉＮに対しても当てはまる。そうした材料の使用によって、最終層に方向
情報を導入することができるため、下層に対する選択の自由度が増加し、これはナノワイ
ヤーの核形成に指定される。
【００５８】
　ナノワイヤーは、様々な材料上に核を形成することができるが、均質な核形成は、類似
する材料基板上にナノワイヤーを成長させることによって非常に容易になる。ＧａＮナノ
ワイヤーなどの窒化物をベースとした構造に対して、成長用の最適な基板表面は、ＧａＮ
、ＩｎＮ、またはＡｌＮ、およびそれらの組合せなどの窒化物をベースとした半導体であ
る。ＡｌＮだけでなくＴｉＮも、ＳｉＯ、ＴｉＯまたはＳｉＮの副層を隣接することがで
きる。優先的な終了層ＡｌＮまたは一連のＧａＮおよびＡｌＮを、ＡＬＤ、ＣＶＤおよび
ＭＯＣＶＤ法を用いて容易に成長させることができる。この場合、ＡｌＮまたはＴｉＮを
、方向性情報を向上させるために使用することができ、終了表面層にＧａを追加すること
により核形成の均質性が向上する。
【００５９】
　ナノワイヤーを成長させるために、例えばＬＰＣＶＤを使用して、グラフィーム、多結
晶のカーボン、または部分的にアモルファスのカーボンの層を堆積することによって、基
板に垂直な成長方向を得ることができる。この理由は、高温耐性のカーボン膜の結晶学的
な特性によるものであり、すなわち、ダイヤモンド状またはグラフェン状の材料のグレイ
ンが形成されるためである。特別の核形成ステップおよび核形成温度が、Ｓｉ、Ｃなどの
材料上にＧａＮなどのイオン材料の成長を開始するために、しばしば必要とされる。しか
し、核形成ステップは、しばしば成長条件に対する方向性の制約を弱め、通常短くしてお
くべきである。グレイン構造は、ナノワイヤーとフィルムとの間の格子歪みの緩和に役立
つ可能性があるが、「あまりにもランダムな」グレイン構造は、膜の方向特性および温度
耐性を制限することになる。バッファ層中に、もしくはバッファ層の１つまたは複数の副
層中にカーボン膜を使用するさらなる利点は、その優れた熱伝導特性ならびにその固有の
透明性である。
【００６０】
　ＷＯ２００８／０８５１２９は、窒化物ナノワイヤー、およびそうした窒化物ナノワイ
ヤーを生産する方法に関する。この出願の方法は、本発明によるバッファ層上の成長に対
して実施することができる。具体的には、窒化物をベースとした半導体ナノワイヤーは、
選択領域成長技術によって本発明によるバッファ層上で遂行することができるが、窒素ソ
ース流量は、ナノワイヤー形成中に実質的に一定である。成長中にＩＩＩ／Ｖ比率を変え
ることによって、少なくとも部分的にナノワイヤーを囲むシェル層を得ることができる。
本発明のおかげで、ＷＯ２００８／０８５１２９の方法を使用して、Ｓｉ基板などの比較



(11) JP 5981426 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

的安い基板上に、単結晶でなく、またはきわめて低レベルの欠陥を有するバッファ層を有
するナノワイヤーを成長させることが可能である。
【００６１】
　図４は、本発明による、Ｓｉ基板上の低品質バッファ層上に形成されたＧａＮナノワイ
ヤーのナノワイヤーアレイを示す。
【００６２】
　図５は、本発明による低品質バッファ層を示す。
【００６３】
　本発明の一実施形態において、ナノワイヤー成長用開口として機能する、本発明による
バッファ層上に配置されるマスク層内の穴部を利用する選択領域成長技術が使用される。
穴部の径の選択は、単結晶で、転位のないナノワイヤー得るために重要である。穴部の径
が大きすぎる場合は、ナノワイヤーは、太すぎて、転位を防ぐことができない、または単
結晶とならない可能性がある。限界の穴部の径は、バッファ層の品質および組成ならびに
ナノワイヤーの組成、さらにナノワイヤー核形成および成長中の条件に依存するが、一般
に、穴部の径は、好ましくは２００ｎｍ未満、より好ましくは１５０ｎｍ未満である。本
発明の実施形態においても、穴部の径は、１００ｎｍ未満が好ましく、より好ましくは５
０ｎｍ未満である。
【００６４】
　ナノワイヤー作製方法を教示するため参照により本明細書に組み込まれる、例えば、Ｓ
ｅｉｆｅｒｔらによる米国特許第７，８２９，４４３号に記載されているように、本明細
書に記載される作製方法は、好ましくはナノワイヤーコアを利用して、コア上に半導体シ
ェル層を成長させ、ＬＥＤを形成するコアシェルナノワイヤーをベースとした構造を形成
するが、本発明は、それに限定されないことに留意されたい。例えば、代替の実施形態に
おいて以下に記載されるように、コアのみがナノ構造（例えば、ナノワイヤー）を構成す
ることができ、シェルは、任意に、典型的なナノワイヤーシェルよりも大きな寸法を有す
ることができる。さらに、デバイスを、多くのファセットを含むように成形することがで
き、様々なタイプのファセット間の面積比を制御することができる。このことは、「ピラ
ミッド」ファセットおよび垂直側壁ファセットによって、図６に例示される。図６ａは、
ナノワイヤーコア６２およびシェル６４を含む柱状のナノ構造６０を示し、図６ｂは、シ
ェルがピラミッド６６を形成するようにナノワイヤーコア６２上に成長させられる別の変
形形態を示す。図６は、単に概略図であって、縮尺通りではなく、さらにシェルが単層と
して示されているが、いくつかの層を含みうることに留意されたい。発光層が、支配的な
ピラミッドファセットまたは側壁ファセットを有するテンプレート上に形成されるように
、ＬＥＤを作製することができる。発光層の形状と無関係にコンタクト層について同じこ
とが言える。
【００６５】
　連続する（例えばシェル）層を使用することによって、最終的な個別のデバイス（例え
ばｐｎまたはｐｉｎデバイス）が、デバイスの長軸に垂直な円形、または六角形、または
他の多角形の断面を有するピラミッド形状（すなわち、頂部または先端がより狭く、底部
がより広い）と柱状形状（例えば、先端と底部がほぼ同じ幅）との間のいずれかの形状を
有しうるようになる。したがって、完成したシェルを有する個別のデバイスは、様々なサ
イズを有することがある。例えば、サイズは、変わることがあり、底部の幅が１００ｎｍ
から数（例えば５）μｍ、例えば１００ｎｍから１ミクロン未満までの範囲に及び、高さ
が数１００ｎｍから数（例えば１０）μｍまでの範囲に及ぶ。
【００６６】
　本発明による方法を用いて、ナノワイヤー用の以前のバッファ層と比較して、著しく反
りが低減された大面積ウェーハを作ることが可能である。反りは、本明細書では曲率とし
て表現され、測定されたウェーハの曲率は、５０ｋｍ－１より小さく、好ましくは４０ｋ
ｍ－１より小さく、いくつかの実施形態では、曲率は、３０ｋｍ－１より小さく、好まし
くは２０ｋｍ－１より小さい。本明細書で使用される曲率は、「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
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ｏｒ　ＴＯＤＡＹ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　＆　ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ」、第
４巻、第３号、２００９年、４月／５月、８２～８６ページに掲載の、Ｅ．ａｒｍｏｕｒ
らによる文献「ＬＥＤ　ｇｒｏｗｔｈ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｂｅｔｗｅｅｎ　
ｓ”，　４”　ａｎｄ　６”　ｓａｐｐｈｉｒｅ」において定義されており、本文献はそ
の全体が参照により本明細書に組み込まれる（本文献の図４を参照されたい）。
【００６７】
　したがって、反り（Ｂ）および曲率（Ｋ）は、以下のように関連づけられる。
【００６８】
　Ｋ＝１／Ｒ
　Ｂ＝Ｋ＊Ｄ２／８
　式中、
　Ｒは、ウェーハの曲率半径であり、
　Ｄは、基板の直径である（例えば、２、４または６インチ）。
【００６９】
　本発明は、現在最も実際的なものであると考えられるもの、および好ましい実施形態に
関して記載されているが、本発明は、開示された実施形態に限定されず、それどころか、
添付の特許請求の範囲の範囲内の様々な変更形態および等価な構成を包含することが意図
されていることを理解されたい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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